
介護職員初任者研修受講料の一部を補助します 

 

会津坂下町では、介護保険サービス事業所における雇用確保を図るため、介

護職員初任者研修を修了し、町内の介護保険サービス事業所に就業又は就業予

定の方に対し、介護職員初任者研修受講費用の一部を補助します。 

 

 

１．補 助 対 象（次の要件をすべて満たす方） 

（１）介護職員初任者研修を受講していること。 

（２）会津坂下町に住所を有していること。 

（３）町内の介護保険サービス事業所に３ヶ月以上就業又は、申請年度の次年

度の初日（4/1）からの就業について内定を得ていること。 

（４）町税の滞納がないこと。 

（５）他の補助金等の交付を受けていないこと。 

 

２．補 助 金 額 

介護職員初任者研修に係る受講料及び教材費を合わせた額（1,000 円未満切

捨て）又は 100,000 円のいずれか少ない額。 

 

３．申 請 方 法 

 研修受講中又は研修受講後１年以内に、補助要件を満たした時点で、下記の

書類を会津坂下町役場生活課保険年金班に直接提出してください。 

（１）介護職員初任者研修補助金交付申請書（様式第１号）※ 

（２）介護員養成研修事業者（研修機関）が発行する介護職員初任者研修に係

る受講料及び教材費の領収書 

（３）町税の納税証明書（最新の証明書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津坂下町民限定 

【お問い合わせ・申請先】 

会津坂下町生活課保険年金班（町役場１階⑤番窓口） 

〒969-6592 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲３６６２番地 

電話 0242-84-1513 

 受付時間：8：30～17：15（土日祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く） 

※申請書は会津坂下町ホームページからダウンロードできます。 

http://www.town.aizubange.fukushima.jp 

トップページ → くらし・手続き → 保険・年金 → 

介護保険 → 介護職員初任者研修の受講就労補助について 



介護職員初任者研修受講就労補助金交付申請手続きについて 

 

 
申請者 会津坂下町 

介護員養成研修事業者（研修

機関）で介護職員初任者研修

を受講中又は研修受講後１年

以内 

町内の介護サービス事業所に

３ヶ月以上就業(次年度初日か

らの内定含む) 

交付申請交付申請交付申請交付申請    

研修修了後１年以内に、以下

の書類を町に提出 

・補助金交付申請書 

・受講料等の領収書（写） 

・町税の納税証明書 

補助金交付決定通知書の受領 

実績報告実績報告実績報告実績報告    

補助金交付決定通知書を受領

したら速やかに以下の書類を

町に提出 

・補助金実績報告書 

・研修修了証明書（写） 

・就業（内定）証明書 

・町税の納税証明書 

補助金額確定通知書の受領 

補助金の請求補助金の請求補助金の請求補助金の請求    

補助金交付請求書を町に提出 

補助金の受領 

補助金交付申請書類を受理・

内容の審査 

補助金交付決定通知書の通知 

補助金実績報告書類を受理・

内容の審査 

補助金額確定通知書の通知 

補助金交付請求書を受理 

補助金を交付 

提出 

提出 

提出 

通知 

通知 

口座振込 

介護サービス事業所とは、介護保険法第８

条１項に規定する居宅サービス（訪問介護、

訪問リハビリテーション、居宅療養管理指

導・福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を

除く。）を行う事業所及び、法第８条の２第

１項に規定する介護予防サービスを行う事

業所などになります。 

ただし、一部対象外サービスもありますの

で、詳しくは、町役場にお問い合わせくだ

さい。 

※
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
研
修
受
講
後
１
年
以
内
に
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。 


